
常勤役員の報酬等に関する規程 
 

                           昭和５４年１２月１７日 

                           ＭＩＰＲＯ第 54－670号 

                     最終改正  平成１６年 ８月 ２日 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、財団法人対日貿易投資交流促進協会（以下「協会」とい

う。）寄附行為第２１条の規定に基づき、協会の常勤役員(以下「役員」とい

う。)の報酬等に関して必要な事項を定める。 

（給与の区分） 

第２条 役員の給与は、本俸、特別調整手当、特別手当及び通勤手当とする。 

（本俸月額） 

第３条 役員の本俸月額は、１，１９０，０００円以内とする。 

（特別調整手当） 

第４条 特別調整手当は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律 

 第９５号。以下「一般職給与法」という。）第１１条の３第１項に規定する地 

 域に在勤する役員に対し支給する。 

２ 特別調整手当の月額は、本俸月額に１００分の１２を乗じて得た額とする。 

（給与の支給日） 

第５条 給与（特別手当を除く。）は毎月２１日に、その月額を支給する。ただ 

 し、その日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日に繰り上げて支 

 給する。 

（新たに役員となった者の給与） 

第６条 月の初日以外の日において新たに任命された役員の任命当月分の給与 

 （特別手当及び通勤手当を除く。以下次項において同じ。）の額は、本俸の月 

 額をその月の日曜日及び土曜日以外の日の数で除して得た額にその者が役員 

 となった日からその月の末日に至るまでの日曜日及び土曜日以外の日の数を 

 乗じて得た額とする。 
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（役員でなくなった者の給与） 

第７条 月の末日以外の日において退職し、解任され、又は死亡した役員の退 

 職当月分、解任当月分又は死亡当月分の給与の額は、本俸の月額をその月の  

 日曜日及び土曜日以外の日の数で除して得た額にその者が役員でなくなった 

 日（役員が退職した場合において退職した日の属する月の末日までに再び役 

 員に任命されたときは、役員でなくなった日の前日）までの日曜日及び土曜 

 日以外の日数を乗じて得た額を支給する。 

（特別手当） 

第８条 特別手当は、６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基準日」

という。）に、それぞれ、在職する役員に支給する。当該基準日前１箇月以内

に退職し、又は死亡した役員についても、同様とする。 

２ 特別手当の額は、それぞれの基準日現在において当該役員が受けるべき本 

 俸及び特別調整手当の月額並びに本俸の月額に１００分の２５を乗じて得た 

 額並びに本俸及び特別調整手当の月額に１００分の２０を乗じて得た金額の 

 合計額に、一般職給与法第１９条の４に定める支給割合を乗じて得た額を基 

 礎として次に掲げる在職期間の割合を乗じて得た額とする。ただし、当分の

間は財政状況等に応じて最大５０％を減少することができる。 

 一 ６月３０日及び１２月１０日に支給する場合 

  ① 在職期間が６箇月以上の場合       １００分の１００ 

  ② 在職期間が３箇月以上６箇月未満の場合  １００分の７０ 

  ③ 在職期間が３箇月未満の場合       １００分の４８ 

３ 特別手当の支給日は、６月３０日及び１２月１０日とする。 

 ただし、その日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日に繰り上げ

て支給する。 

（通勤手当） 

第９条 通勤手当は、通勤のため公共交通機関等を利用する役員に支給する。 

２ 通勤手当の額は、６箇月の通勤に要する定期券等の額を６で除して得た額

とする。 

  ただし、その額が５５，０００円を超えるときは、５５，０００円を限度 
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 とする。 

（退職手当） 

第１０条 役員が退職した場合においては、在職１箇月につき、その者の退職 

 の日における本俸の月額に１００分の２８を乗じて得た額に相当する金額以 

 内の金額を退職手当として支給する。ただし、当該役員が政府関係機関から 

 の出向者であって、元の機関に復帰するため退職する場合においては、支給 

 しない。 

２ 在職期間の計算は委嘱の日から暦にしたがって計算するものとし、１箇月 

 に満たない端数を生じたときは１箇月とする。 

３ 役員が退職した場合において、その者が退職の日、又は、その翌日に再び 

 同一の役職の役員となったときは、前項の規定による在職期間の計算につい 

 ては、引き続いて在職したものとみなす。 

第１１条 寄附行為第２０条の規定により解任された場合（心身の故障のため 

 職務の執行に耐えないと認められたため解任された者を除く。）には退職手当 

 は支給しない。 

（適用除外） 

第１２条 常勤役員の委嘱にあたり、必要と認められる場合には第３条の規定 

 に係わらず、その報酬を年額をもって定めることができる。 

  この場合においては、第２条、第４条、第８条及び第１０条の規定は、こ 

 れを適用しない。 

 

 

   附 則 

 この規程は、昭和５４年１２月１７日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５５年６月１６日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５６年４月１日から適用する。 

   附 則 
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 この規程は、昭和５６年６月２５日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５６年１２月３日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５９年３月６日から施行し、昭和５８年４月１日から適用

する。 

   附 則 

 この規程は、昭和６０年３月７日から施行し、昭和５９年４月１日から適用

する。 

   附 則 

 この規程は、昭和６１年３月２４日から施行し、昭和６０年７月１日から適

用する。 

   附 則 

 この規程は、平成４年３月２３日から施行し、平成４年４月１日から適用す

る。ただし、第２条、第６条、第９条の規定は平成４年１月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成６年３月２４日から施行し、平成６年４月１日から適用す

る。 

   附 則 

 この規程は、平成１５年３月１１日から施行し、平成１５年４月１日から適

用する。 

   附 則 

 １ この規程は、平成１６年３月２３日から施行し、平成１６年４月１日か 

  ら適用する。ただし、第８条の改正規程は平成１６年３月特別手当から適

用する 

 ２ 平成１６年４月１日（以下「基準日」という。）の前日に現に在職する役 

  員が同日における役職と同一の役員として基準日以降引き続き在職した後

に退職した場合であって、その者の退職の日の俸給月額が基準日の前日の

その者の俸給月額を下回るときにおける退職手当の額は、第１０条第１項
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の規定にかかわらず、基準日の前日における俸給月額に任命の日から基準

日の前日までの在職期間１月につき１００分の３６を乗じて得た額と当該

退職の日における俸給月額に基準日から退職の日までの在職期間１月につ

き１００分の２８を乗じて得た額の合計額とする。 

 ３ 前項の規定において、各在職期間の月数の計算については、それぞれの 

  暦に従って計算するものとし、端数を生じたときは、１月と計算するもの

とする。ただし、各在職期間の月数の合計が第１０条の第２項の規定によ

り計算した在職期間の月数を超えるときは、端数の少ない在職期間の月数

から１月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときには後の

在職期間の月数から１月を減ずるものとする。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年８月２日から適用する。 
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